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特別支援教育推進のための制度の改善に関する要望書  
 
   

 平成１９年４月１日の「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行に

伴い、特別支援学校には、①地域の幼稚園・小・中・高等学校・中等教育

学校への特別支援教育に関する助言・援助、②保護者への相談・情報提供、

③医療・福祉等関係機関との連絡調整などのセンター的機能が求められて

います。 

 そこで、その中心となる専任の特別支援教育コーディネーターが必要と

なっています。 

 

 また、小・中学校においても、発達障害を含む障害のある児童生徒に 

対して、自立や社会参加を図るという視点に立った適切な支援が必要で 

あり、各学校に特別支援教育コーディネーターを確保することがきわめ

て重要です。 

 

 そこで、特別支援教育の一層の充実のため、次の事項について国に対し

要望します。 

 

 

 ○ 専任の特別支援教育コーディネーターを、地域のセンター的機能の

  充実を図るため、すべての特別支援学校に定数措置するとともに、 

  小・中学校においても、発達障害を含む障害のある児童生徒に対する

  支援充実のため、順次、定数措置すること。 
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